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A ．産業競争 力

の強化

関係

府省等
対応状況 主な成果 課題 これか らの取 り組み

口．歳 出改革

（21技術力戦略 環境省 最近急速に発展してきてい ・ナノテクノロジーを応用 ・特になし （り第156回国会会期末
総合科学技術会議、関係府 るナノテクノロジーを環境 することにより、環境技術 技術開発に着手。
省が協力して、半導体微細 技術に応用し、超小型・高 の高機能化が図られ、環境 ②平成15年末
加工技術、燃料電池やマイ 機能環境モニタリング技． 保全と環境産業の発展に寄 技術開発を継続。
クロ電池、超微細製造技 術、健康・生態影響の多角 与するものと期待される。 ③それ以降
術、光技術等ナノテク、 I 的評価システム、有害物質 平成1 9年度未までに、技
Tなどを応用した基盤的技
術の開発や普及を産学官で
重点的に推進する。

の高効率の除去膜の開発を
行うための経費が、1 5年
度予算案に盛り込まれた。

術の実用化を行う。

ホ．その他の制度改革

（4）産業発掘力戦略

・関係本部・会議及び府省

内閣官房、
内閣府、文

「産業発掘戦略一技術革
新」4分野のとりまとめに

平成14年12月に「産業発掘
戦略一技術革新」4分野に

経済活性化戦略に規定され
た事項は対応済み。

経済活性化戦略に規定され
た事項の着実な実行。

は、環境・エネルギー （省
エネ総合サービスの抜本的
普及、燃料電池等の環境配
慮型技術・製品の普及、リ
サイクルの一層の促進
等）、情報家電・ブロード
バンド・lT 、健康・バイ
オテクノロジー、ナノテク
ノロジー・材料の4分野の
技術開発、知的財産・標準
化、市場化等を内容とする
戦略を平成1 4年に策定
し、内閣官房がこれをとり
まとめる。

部科学省、
厚生労働
省、農林水
産省、経済
産業省、環
境省

参画し、平成1 4年9月か
ら1 2月にかけて民間有識
者の参画を得た会合等を
行った。

関する戦略を策定。

・「循環型社会形成推進基環境省 グリーン物品の市場拡大に 平成13年度には、各府省が 特定調達物品等の開発・普 ①、②、③　逐次見直し
本計画」を平成1＿4年度末 開し、国等が重点的に調達 調達を計画した環境物品の 及の状況、科学的知見の充
までに策定し、関係府省 を推進する品目の追加等を2 調達率が概ね90％前後とな 実等に応じて適宜見直しを
は、循環型社会に対応した
新たなライフスタイル、ビ
ジネススタイルの普及を推
進すること等により、静脈
産業の育成、グリーン物品
の市場拡大等を図る＿。

月28日に閣議決定。 リ、各製品の市場に占める
環境物品の占有率の拡大に
寄与。

行う。
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B ．事 業創造 、

雇 用拡 大

関係

府 省等
対応状 況 主な成 果 課 題 これ か らの取 り組み

ハ ．規制 改革

（3）経営力戦略 内閣官房 ・関係府省等の協力を得な 事業活動のI T化に係る
（企業・産業の再編、経営 がら事業活動のIT 化に係 規制に関し、必要な措置を
のあり方）

・内閣官房は、平成14年中
に事業活動び電子化を妨げ
る規制について総点検を行
う。

る規制について調査を実
施。

・当該調査に基づいて、規
制の現状と課題についてと
リまとめ、結果を平成14年
12月のIT戦略本部で公
表。

・事業活動のI T化に係る
規制の現状についてとりま
とめるとともに、産業界等
における要望を踏まえ、必
要となる措置についてとリ
まとめを行い、 「事業活動
のlT化に係る規制の現状
と課題」として公表。

各府省において実施。
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B ．事 業創 造 、

雇 用拡 大

関係

府 省等
対応状 況 主 な成 果 課 題 これ か らの取 り組 み

ィ ．税制 改革

（3）産業発掘戦略 内閣官房、 ・戦略の策定のため、内閣 ②平成15年末を目途に
（技術革新が拓く2 1世紀

の新たな需要）
・関係本部・会議及び府省
は、環境・エネルギー （省
エネ総合サービスの抜本的
普及、燃料電池等の環境配
慮型技術・製品の普及、リ
サイクルの一層の促進
等）、情報家電・ブロード
バンド・IT、健康・バイ
オテクノロジー、ナノテク
ノロジー・材料の4分野の
技術開発、知的財産・標準
化、市場化等を内容とする
戦略を平成1 4年に策定
し、内閣官房がこれをとり
まとめる。

総合科学技
術会議、
I T戦略本
部、
B T戦略会
誌、
総務省、
文部科学
省、
厚生労働
省、
農林水産
省、
経済産業
省、
国土交通
省、
環境省

官房副長官補の統括の下、
各分野毎に官民合同のタス
クフォースを平成14年8月に
設置した。

・各タスクフォース毎に戦
略をとりまとめて、平成14
年12月の経済財政詰同会議
に報告し、公表した。

・4分野の技術開発、知的
財産・標準化、市場化等に
ついて、中長期を視野にお
いて、政府一丸となって集
中的・計画的に実施すべき
措置について、当面の措置
も含めて具体的にとりまと
めた。

戦略のフォローアップ
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口 ．歳 出 改 革

（1）人間力戦暗

く健康寿命の増進）

・関係府省は，平成1 5 年
度から健康寿命の増進のた
めの医療，健康，バイオテ
クノロジーの科学技術予算
等の重点化を図る。

内閣官房， ・我が国としてのB T 戦略 ・平成1 4年春にはバイオ ②平成15年末
B T 戦略会 を早急に樹立し，その推進 ベンチャー企業が約3 0 0 バイオテクノロジー戦略大
議，内閣
府，文部科
学省，厚生
労働省，農
林水産省，
経済産業
省，環境省

を図るため，平成1 4 年 7
月に，内閣総理大臣が開催
し関係閣僚と有識者で構成
するB T 戦略会議を立ち上
げた。

・平成1 4年 1 2 月に，B
T 戦略会議は，研究開発予
算の充実・強化等を内容と
した 「バイオテクノロジ⊥
戦略大綱」をとりまとめ
た。

社まで拡大 綱の実施状況を確認

（3 ）産業発掘戦略 内閣官房、 ・戦略の策定のため、内閣 ②平成15年末を目途に
（技術革新が拓く2 1世紀
の新たな需要）

・関係本部 ・会議及び府省
は、環境 ・エネルギー （省
エネ総合サービスの抜本的
普及、燃料電池等の環境配
慮型技術 ・製品の普及、リ
サイクルの一層の促進
等）、情報家電 ・ブロード
バンド・l T 、健康 ・バイ
オテクノロジー、ナノテク
ノロジー ・材料の4 分野の
技術開発、知的財産 ・標準
化、市場化等を内容とする
戦略を平成1 4 年に策定
し、内閣官房がこれをとり
まとめる。

総合科学技
術会議、
I T 戦時本
部、
B T 戦略会
議、
総務省、
文部科学
省、
厚生労働
省、
農林水産
省、
経済産業
省、
国土交通
省、
環境省

官房副長官補の統括の下、
各分野毎に官民合同のタス
クフォースを平成14年8月に
設置した。

・各タスクフォース毎に戦
略をとりまとめて、平成14
年12月の経済財政諮同会議
に報告し、公表した。

・4 分野の技術開発、知的
財産 ・標準化、市場化等に
ついて、中長期を視野にお
いて、政府一丸となって集
中的 ・計画的に実施すべき
措置について、当面の措置
も含めて具体的にとりまと
めた。

戦略のフォローアップ
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●　　　　　　　　　　　●

八．規制改革
（3）産業発掘戦略
（技術革新が拓く21世紀

の新たな需要）
・関係本部・会議及び府省
は、環境・エネルギー（省
エネ総合サービスの抜本的
普及、燃料電池等の環境配
慮型技術・製品の普及、リ
サイクルの一層の促進
等）、情報家電・ブロード
バンド・IT、健康・バイ
オテクノロジー、ナノテク
ノロジー・材料の4分野の
技術開発、知的財産・標準
化、市場化等を内容とする
戦略を平成14年に策定
し、内閣官房がこれをとり
まとめる。

内閣官房、
総合科学技
術会議、
IT戦略本

部、
BT戦略会
議、
総務省、
文部科学
省、
厚生労働
省、
農林水産
省、
経済産業
省、
国土交通
省、
環境省

・戦略の策定のため、内閣
官房副長官補の統括の下、
各分野毎に官民合同のタス
クフォースを平成14年8月に
設置した。
・各タスクフォース毎に戦
略をとりまとめて、平成14
年12月の経済財政詔同会議
に報告し、公表した。
・4分野の技術開発、知的
財産・標準化、市場化等に
ついて、中長期を視野にお
いて、政府一丸となって集
中的・計画的に実施すべき
措置について、当面の措置
も含めて具体的にとりまと
めた。

平成15年末を目途に
戦略のフォローアップ
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（3）産業発掘戦略
（環境産業の活性化）
・燃料電池については、内
閣官房及び関係府省は、平
成17年を目途に安全性の確
保を前提としつつ、包括的
な規制の再点検を行う。ま
た、関係府省は、燃料電池
自動車、住宅用燃料電池の
開発・普及を推進する。

内閣官房 ・平成14年4月の総理指示を
踏まえ、安全性の確保を前
提とした規制の再点検等に
ついて検討を行うため、内
閣官房に関係府省の局長で
構成する「燃料電池実用化
に関する関係省庁連絡会
議」を同年5月に設置し検討
を開始し、検討結果を同年
10月に公表。
・安全性の確保を前提とし
た規制の再点検を行い、①
平成14年末の試験的導入に
支障がないことを確認し、
②本格的導入が見込まれる
平成16年度未までに実施す
べき規制の再点検の道筋に
ついてとりまとめて、「燃
料電池の実用化に向けた包
括的な規制の再点検の実施
について」として公表。

内閣官房をはじめ5省庁
において、世界で初めて燃
料電池自動車を導入。

本格的導入が見込まれる平
成16年度未までに実施すべ
き規制の再点検を道筋に
沿って実施。
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ホ ． そ の 他 め 制 度 改 革

（1）人間力戦略 －L

（健康寿命の増進）

・関係府省は，平成 1 5年
度から健康寿命の増進のた
めの医療，健康，バイオテ
クノロジーの科学技術予算
等の重点化を図る。

内閣官房， ・我が国としてのB T 戦略 テ平成1 4年春にはバイオ ②平成15年末
B T 戦略会 を早急に樹立し，その推進 ベンチャー企業が約3 0 0 バイオテクノロジー戦略大
議，内閣
府，文部科
学省，厚生
労働省，農
林水産省，‘
経済産業
省，環境省

を図るため，平成 1 4 年 7
月に，内閣総理大臣が開催
し関係閣僚と有識者で構成
するB T 戦略会議を立ち上
げた。

・平成 1 4 年 1 2 月に，B
T 戦略会議は，研究開発予
算の充実 ・強化等を内容と
した 「バイオテクノロジー
戦略大綱」をとりまとめ
た。

社まで拡大。 綱の実施状況を確認

（3 ）産業発掘戦略 内閣官房、 ・戦略の策定のため、内閣 ②平成15年末を目途に
（技術革新が拓く2 1世紀

の新たな需要）

・関係本部 ・会議及び府省
は、環境 ・エネルギー （省
エネ総合サービスの抜本的
普及、燃料電池等の環境配
慮型技術 ・製品の普及、リ
サイクルの一層の促進
等）、情報家電 ・ブロード
バンド・l T 、健康 ・バイ
オテクノロジー、ナノテク
ノロジー・材料の4 分野の
技術開発、知的財産 ・標準
化、市場化等を内容とする
戦略を平成1 4 年に策定
し、内閣官房がこれをとり
まとめる。

総合科学擢
術会議、
l T 戦略本
部、
B T 戦略会
議、
総務省、
文部科学
省、
厚生労働
省、
農林水産
省、
経済産業
省、
国土交通
省、
環境省

官房副長官補の統括の下、
各分野毎に官民合同のタス
クフォースを平成14年8月に
設置した。

・各タスクフォース毎に戦
略をとりまとめて、平成14
年12月の経済財政諮問会議
に報告し、公表した。

・4 分野の技術開発、知的
財産 ・標準化、市場化等に
ついて、中長糊を視野にお
いて、政府一丸となって集
中的 ・計画的に実施すべき
措置について、当面の措置
も含めて具体的にとりまと
めた。

戦略のフォローアップ
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B ． 事 業 ．創 造 、

雇 用 拡 大

関 係

府 省 等
対 応 状 況 主 な 成 果 課 題 これ か ら の 取 り組 み

口 ．・歳 出 改 革

○都市再生本部において 都市再生本 平成 1 4 年の通常国会に 平成1 4 年6 月 1 日から施 都市再生緊急整備地域の整
は、今後さらにプロジェク部 「都市再生特別措置法」を 行。 偏を推進。
トの選定を進めていくほ 提出。 法に基づく 「都市再生緊急 地方公共団体と協議の上、
か、各プロジェクトを進め 整備地域」を4 4 地域指定 都市再生緊急整備地域の追
るための措置を講じていく
こととしている。

済み。 加指定を検討。

平成 1 4 年 7 月2 日の都市 r東京圏におけるゲノム科 協議会等において具体的な
再生本部において、都市再
生プロジェクトを追加 （第
四次都市再生プロジェクト
として、 「東京圏における
ゲノム科学の国際拠点形
成」、 r北部九州圏におけ
るアジア産業交流拠点の形
成」、 「地方中枢都市にお
ける先進的で個性ある都市
づくり」の3 プロジェクト
を追加決定）

学の国際拠点形成」につい
ては、関係府省、関係地方
公共団体、地元経済団体に
よる　r東京圏ゲノム科学推
進協議会」を平成1 5年 1
月に設置。
「北部九州圏におけるアジ
ア産業交流拠点の形成」に
ついては、 「アジア産業拠
点形成連絡会」を平成1 4
年 7月に設置。
「地方中枢都市における先
進的で個性ある都市づく
り」については、内閣官房
を含む関係行政機関等から
なる協議会を設置、あるい
け哲署名青

検討に着手。

平成1 4 年4 月8 日の都市 地方公共団体等から寄せら 協議会等において具体的な
再生本部において、 「全国一
都市再生のための緊急措置

～稚内から石垣まで～」を
決定

れた提案を踏まえ、安全で
安心なまちづくり等のテー
マを設定し、内閣官房が中
心となり、関係省庁と地方
公共団体等で検討体制を構
築。

検討に着手。
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●　　　　　　　　　　　●
・「東京湾臨海部における 都市再生本 ・有明の丘地区及び東扇島 同左 ・平成 1 5年度において
基幹的広域防災拠点」の全 部 地区の2 箇所、総面積約 2 は、本部施設を含む基本設
体計画を策定する。 関係府省 9ヘクタールにおいて、そ

れぞれ国営公園事業及び直
轄港湾整備事業等により基
幹的広域防災拠点の整備に
着手。

・平成 1 4年度補正予算に
おいて用地権原の確保に係
る経寅を計上。

計等を実施。

・早期供用に向け事業を鋭
意推進。

・「大都市圏におけるゴミ 都市再生本 平成 1‾4 年4 月に、 「東京 京浜 ・千葉臨海部におい 京阪神圏においても、関係
ゼロ型都市への再構築 （第 部 圏におけるゴミゼロ型都市 て、民間事業者による廃プ 各省及び9 府県市からなる
一次決定）」プロジェク ト関係府省 への再構築に向けて」を取 ラスチック ・食品廃棄物等 「京阪神圏ゴミゼロ型都市
について、関係 7都県市に リまとめ、施策を推進中。 の高度 リサイクル施設の整 推進協議会」を平成 1 4 年
よる協議の場において、東 億が進展 （平成 1 4 年度中 7月に設置。平成 1 5年春
京圏における中長期計画の に新たに3施設が竣工予 に、中長期的な取組みにつ
最終取 りまとめを 1 4年春 定）。さらに、東京臨海部 いて取りまとめを行う予
頃に行う。 においても、建設廃棄物の

リサイクルなど9 施設の整
備に着手。

定。

・「大阪圏におけるライフ
サイエンスの国際拠点形成

都市再生本
部

地元の産学官連携組織であ
る　r関西バイオ推進会議」

神戸地域における先端医療
のための臨床研究情報拠点

引き続き具体的な取り組み
を推進

（第二次決定）プロジェク 関係府省 において、 「関西圏ライフ や起業化支援施設の整備
トについて、早期に着手す サイエンスの国際拠点形成 （平成 1 5年開設予定）、
る。 基本構想」が策定され、

「大阪圏ライフサイエンス
推進協読会J においても、
実現に向けて支援を行うこ
とを決定。

大阪北部地域における医薬
基盤技術研究施設や起業化
支援施設の整備 （平成 1 6
年度開設予定）等を実施中
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B．事業創造・
雇用拡大 対応状況 主な成果 課題 これからの取り組み

口．歳出改革
（2）産業再編・事業の早期再生

（9「産業再生・雇用対策戦略本部
（仮称）」の設置
政府は、不良債権処理を加速

し、産業再生と雇用対策を一体的
に推進するため、既存の「産業構
造改革・雇用対策本部」を抜本的
に改組し、内閣総理大臣を本部長
とする「産業再生・雇用対策戦略
本部（仮称）」を設置する。同本
部は、過剰債務問題、過剰供給構
造等に対応するため、産業再編や
早期再生に関わる「基本指針」を
策定し、企業・産業の再生を強力
に推進する。

②「産業再生機構（仮称）」
・企業再生に取り組むための新た
な棲構（産業再生機構（仮称））
を預金保険機構の下に整理回収機
構（RCC）と並んで創設する。
同機構は、「基本指針」に従い、
金融機関において「要管理先」等
に分類されている企業のうち、メ
インパンク・企業間で再建計画が
合意されつつある等により当該機
構が再生可能と判断する企業の債
権を、企業の再生を念頭に置いた
適正な時価で、原則として非メイ
ンの金融梯関から買い取る。再建
計画及び買取価格等の通草性を担
保するため、機構内に有識者から
なる「産業再生委員会（仮称）」
を設ける。

内閣官房 昨年11月12日に第1回
産業再生・軍用対策戦略本
部を立ち上げ、以降12月ま
でに全4回開催。（第1
回：11／12、第2回：
11／28、第3回：12／12（持ち
回り）、第4回：12／19）

昨年12月12日に
の雇用・中小企業対策」を
策定。また12月19日の
第4回産業再生・雇用対策
戦略本部において、「企
業・産業再生に関する基本
指針」及びr建設業の再生
に向けた基本指針」を策
定。

今後の情勢に応じて適宜本
部を開催。

政策目標B・産業再生機構・改革加速のための総合対応策 Pagel



八．規制改革
じて適宜本

①「産業再生・雇用対策戦略本部
（仮称）」の設置
政府は、不良債権処理を加速

し、産業再生と雇用対策を一体的
に推進するため、既存の「産業構
造改革・雇用対策本部」を抜本的
に改組し、内閣総理大臣を本部長
とする　r産業再生・雇用対策戦略
本部（仮称）」を設置する。同本
部は、過剰債務問題、過剰供給構
造等に対応するため、産業再編や
早期再生に関わる　r基本指針」を
策定し、企業・産業の再生を強力
に推進する。

「産業再生機構版弥日の創設
・企業再生に取り組むための新た
な機構（産業再生機構（仮称））
を預金保険機構の下に整理回収機
構（RCC）と並んで創設する。
同機構は、「基本指針」に従い、
金融機関において　r要管理先」等
に分類されている企業のうち、メ
インバンク・企業間で再建計画が
合意されつつある等により当該機
構が再生可能と判噺する企業の債
権を、企業の再生を念頭に置いた
適正な時価で、原則として非メイ
ンの金融機関から買い取る。再建
計画及び買取価格等の適正性を担
保するため、機構内に有識者から
なる「産業再生委員会（仮称）」
を設ける。

内閣官房 昨年11月1 2日に第1回
産業再生・雇用対策戦略本
部を立ち上げ、以降12月ま
でに全4回開催。（第1
回：11／12、第2回：
11／28、第3回：12／12（持ち
回り）、第4回：12／19）

昨年12月12日にr当面
の雇用・中小企業対策」を
策定。また12月19日の
第4回産業再生・雇用対策
戦略本部において、「企
業・産業再生に関する基本
指針」及び「建設業の再生
に向けた基本指針」を策
定。

‾丁 後の情勢に応
部を開催。
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ホ．その他の制度改革
（2）産業再編・事業の早期再生

①「産業再生・雇用対策戦略本部
（仮称）」の設置
政府は、不良債権処理を加速

し、産業再生と雇用対策を一体的
に推進するため、既存の「産業構
造改革・雇用対策本部」を抜本的
に改組し、内閣総理大臣を本部長
とする「産業再生・雇用対策戦略
本部（仮称）」を設置する。同本
部は、過剰債務問題、過剰供給構
造等に対応するため、産業再縞や
早期再生に関わる　r基本指針」を
策定し、企業・産業の再生を強力
に推進する。

「産業再生機構（仮称）」の創役
・企業再生に取り組むための新た
な機構（産業再生機構（仮称））
を預金保険機構の下に整理回収機
構（RCC）と並んで創設する。
同機構は、「基本指針」に従い、
金融機関において「要管理先」等
に分類されている企業のうち、メ
インパンク・企業間で再建計画が
合意されつつある等により当該機
構が再生可能と判断する企業の債
権を、企業の再生を念頭に置いた
適正な時価で、原則として非メイ
ンの金融機関から買い取る。再建
計画及び買取価格等の適正性を担
保するため、機構内に有識者から
なる　r産業再生委員会（仮称）」
を設ける。

内閣官房 昨年11月12日に第1回
産業再生・雇用対策戦略本
部を立ち上げ、以降12月ま
でに全4回開催。（第1
回：11／12、第2回：
11／28、第3回：12／12（持ち
回り）、第4回：12／19）

昨年12月12日に「当面
の雇用・中小企業対策」を
策定。また12月19日の
第4回産業再生・雇用対策
戦略本部において、「企
業・産業再生に関する基本
指針」及びr建設業の再生
に向けた基本指針」を策
定。

今後の情勢に応じて適宜本
部を開催。
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B．事業創出、
雇用拡大

対応状況 主な成果 課題 これからの取り組み

ハ．規制改革
内閣府は、関係各省と協力
して、サービス産業を中心
とする530万人雇用創出
に向けた規制改革と広報・
普及活動を平成14年度か
ら推進する。

内閣府 平 14年12月に、生
活産業創出研究会におい
て、医療・健康関連産業及
び観光産業の活性化等に関
する検討結果を報告書とし
てとりまとめた。
・生活産業創出研究会報告
書に掲げた検討事項につい
て、関係各省とともに着実
に実施しているところ。た
とえば、「観光カリスマ百
選」については、順次選定
を実施し、小泉内閣メール
マガジンや国交省ホーム
ページにて掲載し、地域の
観光振興の成功例を紹介し
ているところである。
また、平成15年1月以
降、総理主導のもと、「観
光立国懇談会」が開催され
ており、今後、観光立国と
してのあり方について検討
が行われる予定である。

引き続き、雇用
けた規制改革と広報・普及
活動について、各省とも連
携しながら推進する。

政策目標B・経済財政・基本方針2002（経済活性化戦略）

・「観光カリスマ百選」に
ついては、引き続き選定
し、ホームページへの掲載
を実施する。
・その他については、現時
点において未定。
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●　　　　　　　　　　　●
・平成1 4 年 1 0．月及び平

成1 5 年 2月に、 「安心ハ
ウス構想」の普及、啓発の
ため、民間事業者等向けの
セミナー （主催 ：（財）高
齢者住宅財団）について、
厚生労働省、国土交通省と
連携して、必要な支援と協 ヶ．
力を行った。

・平成 1 5年2 月に、 「明
るい構造改革シンポジウ
ム」の中で、 r生活産業創
出」について広報活動を実
施し、国民の理解増進に寄
与した。

内閣府は、経済産業省等閑 内閣府、経 ・対内直接投資、頭脳流入 ・引き続き、対日投資促進 ・現時点において、未定。
係各省と協力して、上記の 済産業省等 の拡大を目指した具体策を に向けた規制改革、広報 ・
内容を含め、対内直接投 関係各省庁 検討するため⊥　平成 1 4年 普及活動等について、各省
資、頭脳流入の拡大を目指 1 0 月以降、対日投資会議 とも連携しながら推進す
した具体策を平成1 4 年度
中を目途にとりまとめ、各
省と協力し、計画的な実施
を図る。

専門部会において検討を
行ってきた。平成1 5年2
月には、・第五回対日投資会
議を開催し、対日投資促進
を関係閣僚で確認。平成1
5年 3 月に専門部会で報套
書を取りまとめるととも

に、対日投資会議において
取りまとめを行った。

る。
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ホ ． そ の 他 の 制 度 改 革

厚生労働省、国土交通省等 内閣府、厚 休暇の分散化を推奨するにあ 1ち年度から2学期制を導入す 学校設置者である市町村・都
の関係府省は協力して、平 生労働省、 たり、洩状を把握するため全 ることについて決定した学校 道府県の教育委員会等におけ
成1 4 年度から、学校の夏 国土交通 国の公立小ヰ 学校を対象 や自治体の例がいくつかマス る検討を一層促進する必要が
休みの一部を秋休みに移行
したり、長期休暇を地域ご
とにずらすなどの休暇の分
散化を推奨するとともに、
年休計画表の作成の一層の
促進等を通じ、休暇の長期
連続化や休暇取得時期の多
様化を推奨する。文部科学
省は、必要に応じ協力す
る。

省、文部科
学省

に、学校休業日の分散化の現
状についての調査を行い、記
者発表した。（「学校休業日の
分散化事例の調査結果につ
いて」H 14．10．9）
また、全国の私立小・中学校
についても同様の調査を実施
し、記者発表した。（私立学校
休業日の分散化事例の調査
結果について」H 14．12，9）

コミで報じられている。 あると者えられる。．

内閣府は、平成14年度、潜 内閣府 6 月に経済財政串間会議へ 6月　 経済財政諮同会議に緊 15年3月に最終報告予定
在性のある科学技術を軸に 緊急報告を提出した。7 月 急報告提出
した技術革新やビジネスモ 以降も引き続き検討を行う 7月　 経済社会総合研究所 ・
デルが拓く新しい産業の可 一方で、タウンミーテイン 国際フォーラム 「動け ！日
能性や将来性を検討する グや各種シンポジウムによ 本～競争力強化に向けて」
「動け！日本」緊急産学官 る積極的な広報活動を行っ 8月　 関西競争力会議 ・「動
プロジェクトを推進す
る。J

ている。 け ！日本」フォーラム
9月、11月　大学発タウン
ミーティング （九州大学、
京都大学）
1 月　地域経済フォーラム
2 月 「動け ！日本」シンポ
ジウム （東京、大阪）、暮
らしの構造改革シンポジウ
ム
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内閣府は、関係各省と協力
して、サービス産業を中心
とする530万人雇用創出
に向けた規制改革と広報・
普及活動を平成14年度か
ら推進する。

内閣府 ・平成14年12月に、生
活産業創出研究会におい
て、医療・健康関連産業及
び観光産業の活性化等に関
する検討結果を報告書とし
てとりまとめた。
・生活産業創出研究会報告
書に掲げた検討事項につい
て、関係各省とともに着実
に実施しているところ。た
とえば、「観光カリ．スマ百
選」については、順次選定
を実施し、小泉内閣メール
マガジンや国交省ホーム
ページにて掲載し、地域の
観光振興の成功例を紹介し
ているところである。
また、平成15年1月以
降、総理主導のもと、「観
光立国懇談会」が開催され
ており、今後、観光立国と
してのあり方について検討
が行われる予定である。

・平成14年10月及び平
成15年2月に、r安心ハ
ウス構想」の普及、啓発の
ため、民間事業者等向けの
セミナー（主催：（財）高
齢者住宅財団）について、
厚生労働省、国土交通省と
連携して、必要な支援と協
力を行った。
・平成15年2月に、「明
るい構造改革シンポジウ
ム」の中で、r生活産業創
出」について広報活動を実
施し、国民の理解増進に寄
与した。

引き続き、悪用創出に
けた規制改革と広報・普及
活動について、各省とも連
携しながら推進する。

・「観光カリスマ百選」に
ついては、引き続き選定
し、ホームページへの掲載
を実施する。
・その他については、現時
点において未定。
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内閣府は、経済産
係各省と協力して、上記の
内容を含め、対内直接投
資、頭脳流入の拡大を目指
した具体策を平成14年度
中を目途にとりまとめ、各
省と協力し、計画的な実施
を図る。

内閣府、経
済産業省等
関係各省庁

・対内直接投資、頭脳流入
の拡大を目指した具体策を
検討するため、平成14年
10月以降、対日投資会議
専門部会において検討を
行ってきた。平成15年2
月には、第5回対日投資会
議を開催し、対日投資促進
を関係閣僚で確認。平成1
5年3月に専門部会で報告
書を取りまとめるととも
に、対日投資会議において
取りまとめを行った。

対日投資促進
に向けた規制改革、広報・
普及活動等について、各省
とも連携しながら推進す
る。

・現時点において、未定。
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B．事莱創造、
雇用拡大 対応状況 主な成果 課題 これからの取り組み

口．歳出改革
O r科学技術基本計画」に
基づき、科学技術の戦略的
重点化と、科学技術システ
ム改革を進める。
（戦略的重点化）

内閣府
総合科学技
術会議

○各府省が概算要求を行っ
た平成15年度の科学技術
関係の主要な新規・既存施
策について、科学技術政策
担当大臣及び総合科学技術
会議有識者議員が、優先順
位付け（SABCの4段
階）を行った。
○優先順位付けの結果が政
府予算案の編成に反映され
るよう、大臣及び有識者議
員が、関係大臣や財政当局
に直接説明するなどのフォ
ローアップを行った。
平成15年度予算案におけ
る科学技術関係予算への優
先順位付けの反映について
は、14年度当初予算額か
らの伸率で見ると、一般会
計分で、
S：＋21．2％、
A：十3．4％、
B：▲4，7％、
C：▲73．5％
（第23回総合科学技術会

議（H14．12．2引財務省提出資
料より）

〇第2期科学技術基
の達成に向けた政府研究開
発投資の拡充。真に重要な
施策に対する研究開発資源
の更なる戦略的・重点的な
配分。

に研究開発が推進され、成
果が社会に還元されるよ
う、総合科学技術会議は、
「平成15年度の科学技術

に関する予算、人材等の資
源配分の方針」等を基に実
施状況を把握・調整する。
・専門調査会等での検討を
踏まえ、6月を目途に「平
成16年度の科学技術に関
する予算、人材等の資源配
分の方針」を作成する。
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O 「科学技術基本計画」に
基づき、科学技術の戦略的
重点化と、科学技術システ

内閣府
総合科学技
術会議

総合科学技術会議は、「産学
官連携の基本的考え方と推進
方策」（平成14年6月19 日）を

研究開発型ベンチャーの創出 （D 第156回国会会期末

総合科学技術会議は、研究開
ム改革を進める。 策定し、関係府省に意見具申 発型ベンチャー創出のため、
（産学官連準等） を行った。 有識者からなる研究開発型ベ

ンチャープロジェクトチームを
設けて審議・検討を行ってお
り、今後、具体的な方策を取り
まとめていく予定。

O 「科学技術基本計画」に 内閣府 ・ ・平成 1 15 年度政府予算案

l

・予算の拡充、制度改革、 ①競争的資金制度改革に関
基づき、科学技術の戦略的 総合科学技 において、科学研究費補助 競争的研究資金制度の評価 するとりまとめを予定
重点化と、科学技術システ 術会議 金等を含む競争的研究資金 について、引き続き、意見 （診総合科学技術会議におけ
ム改革を進める。 制度全体で前年比 1 ． 4 ％ 具申、フォローアップ等に る競争的研究資金制度の評
（競争的研究資金の改革と 増を達成。 努める。 価を実施

拡充） ・平成 1 5 年度において、 ・研究機関での年度間繰越 ③制度改革、評価結果の制
プログラムオフィサー計 2 が実効あるものとなるよ 度 ・予算への反映とフォ
3 6 名、プログラムディレ う、手続き等をさらに検討 ローアップの実施及び競争
クタ一計 1 3 名の配置を予
定。

・科学研究費補助金、厚生
労働科学研究費補助金に関
する平成 1 5 年度予算につ
いて、新たに繰越明許費に
措定予定。

・競争的研究資金制度につ
いて、総合科学技術会議で
評価を実施することについ
て、平成 1 5 年 1 月 2 8 日
の総合科学技術会議で決
定。

する必要がある。 的研究資金制度の拡充に努

める
年度間繰越の実施の簡素

化、実施状況の把握等に努
める
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八．規制改革
O r科学技術基本計画」に
基づき、科学技術の戦略的
重点化と、科学技術システ
ム改革を進める。

内閣府
総合科学技
術会議

総合科学技術会議は、
的財産戦略について」（平
成14年12月25日）におい
て、我が国の研究開発投資
の拡充に対応した成果の創
出と確保を図り、国際競争
力の強化に結びつけるため
の方策について、関係府省
に意見具申。

て必要に応じてフォロー
アップを行う。

ホ．その他の制度改革
O r科学技術基本計画」に
基づき、科学技術の戦略的
重点化と、科学技術システ
ム改革を進める。
（産学官連携の推進）

内閣府
総合科学技
術会議
総務省
文部科学省
厚生労働省
農林水産省
経済産業省
国土交通省
環境省

・総合科学技術会議は、「産学
官連携の基本的考え方と推進方
策」（平成14年6月19日）を策
定し、関係府省に意見具申を
行った。
・平成14年6月ほ16日に京都市
で、産学官連携の第一線のリー
ダーや実務者を対象とした全国
レベルの「第1回産学官連携推
進会議」を開催した。
また、平成13年度に続き、平成
14年11月18日に東京で、全国の
産業界、大学・研究機臥　地方
自治体等のトップによるr第2
回産学官連携サミット」を開催
した。
さらに、「地域産学官連携サ
ミット」を、平成13年12月未ま
でに実施済の九州、近畿、北海
道、中部の各地域に加え、東北
出14／1／26，仙台市）、中国
（2／2，広島市1、沖縄（2／16，那覇
市）、四国（2／23，高松市）、関
東（3／16，東京・品川）、中国
（11／9．松江市）、中部日2／12，
名古屋市）の合わせて9地域ブ
ロックで11回開催した。

・これらの会議には、合わ
せて1万人以上が参加し、
産学官連携の気運が大きく
盛り上がるとともに、国全
体として産学官連携の推進
により経済の活性化を図る
という意識がトップから現
場まで共有されるととも
に、産学官一体となって改
革を実行する具体的な道筋
が明確化されるなど大きな
成果を得た。

・これまでの成果を確固た
るものとするため、具体的
な成功事例の公表などを盛
り込みながら、継続的に会
議を開催していくことが必
要。

平成15年末
平成15年6月7，8日に京都市
で、第一線のリーダーや実
務者を対象とした「第2国
産学官連携推進会議」を開
催予定。
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